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中小企業の経営革新と連携組織の活性化を応援する活性化情報誌
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千
葉
県
中
小
企
業
団
体
事
務
局
責
任

者
協
会
（
会
長
＝
長
沢
啓
司
千
葉
鉄
工

業
団
地
（
協
）
専
務
理
事
）
は
２
月
27

日
千
葉
市
内
に
お
い
て
第
２
回
通
常
総

会
を
開
催
し
、
平
成
20
年
度
決
算
と
平

成
21
年
度
予
算
を
承
認
し
た
。

　

総
会
終
了
後
、
本
会
と
共
催
で
研
修

会
を
行
い
、
中
央
大
学
総
合
政
策
部
古

川
浩
一
特
認
教
授
の
基
調
講
演
と
組
合

代
表
者
に
よ
る
事
例
発
表
と
意
見
交

換
、
全
体
交
流
会
が
行
な
わ
れ
た
。

　

千
葉
県
中
小
企
業
組
合
士
会（
会
長
＝

石
川
光
雄
千
葉
県
自
動
車
整
備
政
治
連

盟
事
務
長
）
は
３
月
18
日
本
会
と
共
催

で
交
流
会
を
開
催
し
た
。

　

交
流
会
は
清
水
透
中
小
企
業
診
断
士

に
よ
る
「
組
合
法
改
正
後
に
お
け
る
事

務
局
及
び
組
合
士
の
役
割
と
責
務
」
に

つ
い
て
の
講
演
と
意
見
交
換
。

　

本
会
は
３
月
19
日
千
葉
市
内
に
お
い

て
、
平
成
20
年
度
第
3
回
理
事
会
を
開

催
し
た
。
議
題
は
①
平
成
20
年
度
事
業

並
び
に
収
支
予
算
状
況
に
つ
い
て
②
平

成
21
年
度
事
業
計
画
（
案
）、
収
支
予

算
（
案
）
並
び
に
会
費
の
賦
課
徴
収
方

法
（
案
）
に
つ
い
て
③
定
款
の
一
部
変

更
に
つ
い
て
④
全
国
大
会
の
開
催
準
備

状
況
に
つ
い
て
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
決
定
し
、
5
月
の
総
会
に
付

議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

麻
生
首
相
と
御
手
洗
冨
士
夫
日
本
経

団
連
会
長
、
高
木
剛
連
合
会
長
ら
が
３

月
23
日
、
首
相
官
邸
で
会
談
し
、「
雇

用
安
定
・
創
出
の
実
現
に
向
け
た
政
労

使
合
意
」
に
署
名
し
た
。

　

合
意
書
に
は
雇
用
の
安
全
網
強
化
に

つ
い
て
政
労
使
３
者
が
果
す
べ
き
役
割

が
書
き
込
ま
れ
、
全
国
中
小
企
業
団
体

中
央
会
の
佐
伯
昭
雄
会
長
、
日
本
商
工

会
議
所
の
岡
村
正
会
頭
も
署
名
し
た
。

　

今
般
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
が
運
営
す
る
中
小
企
業
倒

産
防
止
共
済
制
度
と
関
係
が
あ
る
と
誤

信
さ
せ
る
よ
う
な
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
中
小
企
業

者
に
送
付
さ
れ
、
中
小
企
業
者
が
入
会

金
を
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
で
し
ま
う

と
い
う
案
件
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
は
、 

中
小
機
構
が
運
営
し
て
い
る
共
済
制
度

で
す
。
こ
の
制
度
で
は
、
共
済
貸
付
時

に
保
証
会
社
の
「
保
証
」
を
取
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
全
国
商
工

振
興
保
証
協
会
」、「
全
国
商
工
保
証
協

会
」、「
商
工
振
興
組
合
」
は
、
中
小
機

構
と
は
な
ん
ら
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

経
営
安
定
企
画
課

℡
０
３
・
５
４
７
０
・
１
５
４
０

　
「
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
」
お

よ
び
「
信
用
保
証
協
会
」
の
類
似
名
称

を
使
用
し
た
機
関
、
団
体
に
は
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
お
よ
び

信
用
保
証
協
会
と
類
似
名
称
を
使
用
し

た
機
関
、
団
体
か
ら
の
電
話
、
ダ
イ
レ

ク
ト
メ
ー
ル
等
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
そ
の
よ
う
な
機
関
、
団
体
に
つ
い

て
は
、
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
お

よ
び
信
用
保
証
協
会
は
一
切
関
係
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意

願
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
金
融
斡
旋
屋
に
も
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
信
用
保
証
協
会
で
は
、
保

証
に
あ
た
っ
て
信
用
保
証
料
等
を
事
前

に
い
た
だ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
金
融
斡
旋
屋
等
の
第
三
者
が
介
入

し
た
保
証
申
込
は
、
固
く
お
断
り
し
て

お
り
ま
す
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

全
国
保
証
協
会
連
合
会

℡
０
３
・
３
２
７
１
・
７
２
０
１

　　

こ
の
た
び
、
中
小
企
業
庁
の
幹
部
名

及
び
中
小
企
業
庁
の
所
掌
事
務
等
を
記

載
し
た
「
社
団
法
人
日
本
振
興
協
会
」

と
い
う
団
体
名
の
融
資
勧
誘
等
の
書
類

が
、
中
小
企
業
者
あ
て
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で

送
ら
れ
て
い
る
実
例
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

経
済
産
業
省
及
び
中
小
企
業
庁
に
お

い
て
は
こ
の
よ
う
な
団
体
と
は
一
切
関

係
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
現
時
点
で
被
害
の
報
告
は
受
け

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
引
き
続
き
ご
注
意

く
だ
さ
い
。 

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

中
小
企
業
庁 

長
官
官
房 

広
報
相
談
室

℡
０
３
・
３
５
０
１
・
１
７
０
９

【
組
織
変
更
】（
４
月
１
日
）

　

連
携
支
援
部
の
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
を

課
に
、
指
導
相
談
室
を
設
立
相
談
室
に

改
め
、
総
務
部
に
総
務
課
を
設
置
。

【
人
事
異
動
】（
４
月
１
日
）

▼
藤
原
誠
事
務
局
長
（
事
務
局
次
長
兼

連
携
支
援
部
長
）
▼
岩
崎
照
明
事
務
局

次
長
兼
総
務
部
長
（
指
導
相
談
室
長
）

▼
浜
野
幸
男
設
立
相
談
室
長
（
松
戸
支

所
長
）▼
今
関
光
俊
連
携
支
援
部
長（
総

務
部
副
部
長
）
▼
河
野
弘
樹
連
携
支
援

部
副
部
長
兼
経
営
支
援
課
長
（
経
営
支

援
Ｇ
Ｌ
）
▼
錦
織
義
雄
設
立
相
談
室
副

室
長
（
指
導
相
談
室
主
幹
）
▼
鳥
居
俊

夫
設
立
相
談
室
副
室
長
（
商
業
支
援
Ｇ

Ｌ
）
▼
斉
藤
清
連
携
支
援
部
工
業
支
援

課
長
（
工
業
支
援
Ｇ
Ｌ
）
▼
橋
本
健
一

連
携
支
援
部
商
業
支
援
課
長
（
指
導
相

談
室
主
幹
）
▼
東
克
典
連
携
支
援
部
経

営
支
援
課
副
課
長（
経
営
支
援
Ｇ
主
査
）

【
退
職
者
】（
３
月
31
日
）

▼
菊
地
五
月
男
（
常
勤
相
談
役
）
▼
伊

藤
高
照（
事
務
局
長
）▼
石
渡
晃
一（
事

務
局
次
長
）　

◎ 

本
会
事
務
局
の
新
し
い
組
織（
電
話
・

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
と
主
な
し
ご
と
に

つ
い
て
は
15
㌻
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

雇
用
安
全
網
強
化
で
政
労
使
合
意

事
務
局
責
任
者
協
会
総
会

組
合
士
交
流
会

第
３
回
理
事
会

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
に
関

す
る
注
意
（
中
小
企
業
庁
）

保
証
協
会
の
類
似
名
称
使
用
団
体
に
関

す
る
注
意
（
全
国
保
証
協
会
連
合
会
）

中
小
企
業
庁
所
掌
事
務
等
を
記
載
の
融

資
勧
誘
に
関
す
る
注
意（
中
小
企
業
庁
）

中
央
会
の
組
織
変
更
と

主
な
人
事

�  2009.4

■ トピックス



■地域資源活用促進法と農商工等連携促進法
　地域産業資源促進法
①  都道府県が指定する地域資源を活用して、新商品・新サービスの展開を行なう事業について、計画を策定

し国の認定を取得した場合、前述したような支援措置が講じられます。
②  申請については、地域力連携拠点（本会に設置）やハンズオン支援事務局（中小企業基盤整備機構支部に

設置）が主体的に対応します。
⇒法認定を取得するには
①  地域資源の新たな活用の視点の提示が必要です。
　  品質、機能又は効用が従来の商品や役務とは異なっているなど、地域資源の活用について新たな発想（従

来品との差別化）が見られることが必要となります。
②  市場性があり、域外での需要開拓の可能性が高いものであることが必要です。
　 売上見込みが既存売上高の５％程度以上の売上となることが必要となります。

　農商工等連携促進法
①  中小企業者の方と農林漁業者の方が、共同して新商品・新サービスの展開を行う事業について計画を策定し、

国の認定を取得した場合、前述したような支援措置が講じられます。
②  申請については、地域力連携拠点（本会に設置）やハンズオン支援事務局（中小企業基盤整備機構支部に

設置）が主体的に対応します。
⇒法認定を取得するには
① 中小企業者と農林魚業者が共同で実施する事業であることが前提です。
②  両者が一体となって事業に参画し、それぞれの経営資源（設備、技術、知識、ノウハウ）を有効に活用す

ることが必要です。
③ 計画見込み
　  既存売上高が５年間で５％程度増加、付加価値額が５年間で５％以上向上することが必要となります。（付

加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費）

■詳細は
□地域力連携拠点
　千葉県中小企業団体中央会
　連携支援部経営支援課
　〒 260-0026
　千葉市中央区千葉港４－２
　℡ .043-306-3282

□地域活性化支援に関する最新・詳細情報は
　http://www.smrj.go.jp/noshoko/

□農商工連携施策に関する最新・詳細情報は
  http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/index.html

千葉県中小企業団体中央会 �

■ 特　　集



地域力連携拠点は
地域資源の活用や農商工連携
をサポートしています

■地域資源活用事業とは
　中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域資源（①地域の特産物として相当程度認識されている農林水
産物や鉱工業品②地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術③文化財、自然の風景地、温泉その他の地
域の観光資源として相当程度認識されているもの）を活用して行なわれる新商品の開発、生産又は需要の開拓
及び新サービスの開発、提供又は需要の開拓に関する事業活動をいう。

■農商工連携とは
　中小企業者と農林漁業者が共同で行なう新たな商品やサービスの開発等に係る計画について国が認定を行
い、この計画に基づく事業に対し、補助金、政府系金融機関による融資、信用保証の特例等の支援を行うこと
により、農林漁業と商工業等の産業間連携を強化して地域経済を活性化する取組みをいう。
　

■支援対象となる事業者
　以下に該当する方が対象になります。
　① 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づき、経済産業大臣から「地

域産業資源活用事業計画」の認定を受けようとする者
　② 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づき、「農商工等連携事業計画」

の認定を受けようとする者

■地域資源活用事業認定に基づく支援内容
　□補助金：地域資源活用売れる商品づくり支援事業
　□融資：政府系金融機関による低利融資制度
　□信用保証：信用保証の特例、食品流通構造改善促進機構による債務保証等
　□その他：設備投資減税、中小企業投資育成株式会社の特例

■農商工連携支援事業認定の基づく支援内容
　□補助金：連携体構築支援事業（法認定不要）、事業化・市場化支援事業
　□融資：政府系金融機関による融資制度、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例、農業改良資金助成法、
　　林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
　□信用保証：信用保証の特例、食品流通構造改善促進法の特例
　□その他：設備投資減税

■ 特　　集
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「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊
」
と
は

い
か
に
も
堅
苦
し
い
名
前
で
、
一
見
中

小
企
業
と
は
無
縁
の
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
も
そ
の
筈
、
政
府
が
不
良
債
権
処

理
に
苦
し
む
金
融
機
関
に
示
し
た｢
中

小
企
業
の
信
用
査
定
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン｣

だ
か
ら
で
あ
る
。
中
小
企
業

向
け
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
読
み
難

い
の
で
あ
る
が
、「
金
融
機
関
は
中
小
企

業
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
？
ど
う
す

れ
ば
有
利
に
お
金
を
貸
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
る
か
？
」
が
窺
が
え
て
、
実
は

企
業
側
に
と
っ
て
も
非
常
に
参
考
に
な

る
資
料
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

　

金
融
機
関
の
貸
付
先
へ
の
対
応
は
一

様
で
は
な
い
。
回
収
の
見
込
み
の
無
い

先
へ
は
融
資
の
継
続
は
し
な
い
。
そ
の

代
り
、
将
来
回
収
が
見
込
め
る
と
判
断

し
た
な
ら
ば
、
た
と
え
一
時
的
に
窮
地

に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
金
利
を
下
げ
、

支
払
猶
予
を
認
め
て
で
も
救
済
に
回

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
金
融
機
関
の
裁

量
で
勝
手
に
出
来
る
か
と
い
う
と
そ
う

で
は
な
く
、「
格
付
け
」
の
低
い
先
に
は

「
金
融
機
関
自
身
の
貸
倒
引
当
金
を
積

み
増
す
」
等
の
措
置
が
金
融
庁
に
よ
っ

て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
貸
倒
引
当
金
」
と
い
う
の
は
、
万
一
貸

付
先
が
倒
産
し
た
場
合
に
備
え
て
、
貸

付
金
の
一
部
を
損
金
処
理
す
る
こ
と
で
、

そ
の
財
源
は
銀
行
の
自
己
資
本
で
あ
る
。

そ
の
為
、
金
融
機
関
自
体
の
体
力
（
自

己
資
本
）
に
応
じ
て
引
当
で
き
る
額
に

限
度
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
経
済

環
境
の
悪
化
に
よ
っ
て
多
数
の
貸
付
先

で
信
用
格
付
け
の
低
下
が
起
こ
る
と「
貸

し
渋
り｣

や
「
貸
し
剥
し
」
が
出
て
く

る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
大
元
と
な
る｢

信
用
格
付
け｣

を

維
持
し
向
上
を
図
る
こ
と
は
、
借
入
先

で
あ
る
企
業
の
み
な
ら
ず
金
融
機
関
に

と
っ
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。「
格
付
け
」に
は
通
常「
正

常
先
」「
要
注
意
先
」｢

要
管
理
先｣

「
破

綻
懸
念
先
」｢

実
質
破
綻
先｣

の
区
別

が
あ
る
が
、
貸
付
先
に
対
し
て
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
金
融
庁
は
所

謂｢

自
己
資
本
規
制
（
総
資
産
に
対
す

る
自
己
資
本
の
比
率
）
に
よ
っ
て
、
Ｂ

Ｉ
Ｓ
〈
国
際
決
済
銀
行
〉
の
基
準
で
あ

る
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
要
求
し
て
お

り
、
自
己
資
本
規
制
ぎ
り
ぎ
り
で
運
営

し
て
い
る
多
く
の
金
融
機
関
に
と
っ
て

は
、
貸
倒
引
当
金
を
計
上
す
る
と
そ
の

分
貸
付
の
機
会
が
減
る
の
で
、
格
付
け

の
低
い
貸
付
案
件
に
対
し
て
は
金
利
を

上
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
金
融

検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊
」
で
は
、
貸
付

先
が
中
小
企
業
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

信
用
格
付
け
の
基
準
を
具
体
的
に
示
し

て
い
る
の
で
、
主
と
し
て
借
手
の
側
か

ら
こ
れ
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

　
「
赤
字
や
債
務
超
過
が
生
じ
て
い
る
こ

と
や
、
貸
出
条
件
の
変
更
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
っ
た
表
面
的
な
現
象
の
み
を

も
っ
て
債
務
者
区
分
を
判
断
す
る
こ
と

は
適
当
で
な
い
。」と
し
て
お
り
、そ
の
理

由
と
し
て
、中
小
零
細
企
業
が
「
景
気
の

影
響
を
受
け
易
い
こ
と
」「
過
小
資
本
で

あ
る
こ
と
」、そ
の
た
め「
リ
ス
ト
ラ
の
余

地
が
小
さ
く
、
黒
字
化
や
債
務
超
過
解

消
ま
で
に
時
間
が
掛
か
る
こ
と
」｢

設
備

資
金
等
の
長
期
資
金
を
短
期
資
金
の
借

換
の
形
で
融
資
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
珍
し
く
な
い
こ
と｣

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。し
た
が
っ
て
、い
く
ら
状
況
が
悪

い
か
ら
と
言
っ
て
、
金
融
機
関
に
事
実

を
隠
し
た
り
、
決
算
を
粉
飾
し
た
り
す

る
必
要
の
無
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

更
に
、「
中
小
零
細
企
業
に
つ
い
て
は
、

当
該
企
業
の
技
術
力
、
販
売
力
や
成
長

性
、
代
表
者
等
の
役
員
に
対
す
る
報
酬

の
支
払
状
況
、代
表
者
等
の
資
産
内
容・

保
証
能
力
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
経

営
実
態
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
。」と
し

て
お
り
、例
え
ば「
連
続
赤
字
を
経
営
者

か
ら
の
借
入
金
に
よ
り
資
金
調
達
が
行

わ
れ
、そ
れ
を
原
資
に
金
融
機
関
へ
遅
滞

　

賢
い
借
り
手
に
な
る
た
め
に

　
　

｢

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊｣

を
読
み
解
く　
　

貸
付
先
へ
の
対
応
は｢

信
用
格

付
け｣

に
よ
っ
て
決
ま
る

中
小
零
細
企
業
は
そ
の
特
性
が

考
慮
さ
れ
る

実
態
に
則
し
て
査
定
さ
れ
る
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無
く
返
済
が
行
わ
れ
る
場
合
、た
と
え

債
務
超
過
で
あ
ろ
う
と
、代
表
者
か
ら
の

借
入
金
を
自
己
資
本
相
当
額
と
見
做
し

『
正
常
先
』の
査
定
を
し
て
構
わ
な
い
。」

と
の
判
断
で
あ
る
。同
様
の
ケ
ー
ス
と
し

て
、「
代
表
者
等
へ
の
役
員
報
酬
が
過
大

の
た
め
赤
字
決
算
に
な
っ
て
い
る
場
合
」

「
会
社
や
従
業
員
が
有
す
る
知
的
財
産

権
を
背
景
と
し
た
新
規
受
注
契
約
が
あ

る
場
合
」「
同
業
者
と
比
較
し
て
販
売
条

件･

仕
入
条
件
に
優
位
性
が
あ
る
場
合
」

に
も
同
様
の
判
断
が
適
用
に
な
る
。た
だ

し
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
十
分
な
証
拠（
事

実
）が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
注
意
が
肝
要

で
あ
る
。

　

特
に
「
経
営
者
の
信
用
力
や
経
営
資

質
」「
技
術
力
、
新
規
商
品
、
販
売
力
」

と
言
っ
た
、「
将
来
に
向
け
て
の
無
形
の

資
産
（
強
み
）」
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と

す
る
な
ら
、証
拠
を
用
意
す
る
意
味
に
お

い
て
も「
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
て
経

営
改
善
計
画
を
策
定
す
る
」こ
と
に
優

る
も
の
は
無
い
。担
保
や
保
証
人
と
て
、

将
来
も
同
じ
価
値
を
維
持
で
き
る
確
証

は
無
い
。し
か
る
に
、「
十
分
な
根
拠
に
基

づ
い
て
策
定
さ
れ
る
ビ
ジ
ョ
ン･

計
画
」

で
は
、将
来
限
り
な
く
獲
得
で
き
る
利
益

や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー（
現
金
）
が
明

示
さ
れ
る
の
で
金
融
機
関
に
と
っ
て
も

決
し
て
悪
い
話
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

特
に
最
新
の
別
冊
改
訂
版
に
お
い
て

は
、
貸
付
先
企
業
の
将
来
の
取
組
み
に

対
す
る
「
金
融
機
関
側
の
働
き
掛
け
」

が
重
視
さ
れ
、「
継
続
的
な
企
業
訪
問

等
を
通
じ
て
企
業
の
技
術
力
、
販
売
力

や
経
営
者
の
資
質
と
い
っ
た
定
性
的
な

情
報
を
含
む
経
営
実
態
の
十
分
な
把
握

と
債
権
管
理
に
努
め
て
い
る
か
」「
貸
付

先
に
対
す
る
木
目
細
か
な
経
営
相
談
と

経
営
指
導
等
を
通
じ
て
積
極
的
に
再
生

に
取
組
ん
で
い
る
か
」
が
判
断
の
基
準

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
頃
の
貸
付

先
と
の
密
度
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
た
金
融
機
関
の
貸
出
態

度
を
「
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・
バ
ン

キ
ン
グ
（
Ｒ
Ｂ
）」
と
言
っ
て
お
り
、
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊
は
Ｒ
Ｂ
を
手

本
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業

側
と
す
れ
ば
、
経
営
改
善
計
画
を
自
ら

策
定
出
来
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例

え
ば
今
後
の
資
産
売
却
予
定
、
役
員
報

酬
や
諸
経
費
の
削
減
予
定
、
新
商
品
等

の
開
発
計
画
や
収
支
改
善
計
画
を
金
融

機
関
の
支
援
を
得
て
具
体
化
で
き
る
な

ら
ば「
ビ
ジ
ョ
ン･

計
画
を
持
っ
て
い
る
」

と
見
做
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
に
は
相

互
の
信
頼
関
係
が
前
提
に
な
る
の
で
、

企
業
は
金
融
機
関
と
の
日
頃
の
接
触
を

密
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
収
支
計
画
の
具
体
性
お
よ
び
実
現

の
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
別
冊
は
事
例
を
掲
げ
こ
う
述

べ
て
い
る
。「
‥
計
画
開
始
か
ら
一
年
が

経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
代
表
者

の
地
道
な
努
力
に
よ
り
、
業
績
は
計
画

比
八
割
以
上
の
実
績
で
推
移
し
、
赤
字

幅
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
が
、
依
然
と
し

て
債
務
超
過
は
多
額
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
現
状
、
法
人
預
金
の
取
り
崩
し
、

経
費
節
減
等
に
よ
り
資
金
繰
り
を
繰
り

回
し
て
い
る
。
‥
こ
の
場
合
、
一
般
的

に
は
、
当
該
債
務
者
の
財
務
内
容
か
ら

は
返
済
能
力
が
認
め
ら
れ
ず
、
今
後
業

容
回
復
の
可
能
性
が
低
い
と
み
と
め
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
経
営
破
綻
に
陥
る
可

能
性
が
大
き
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
破
綻
懸
念
先
の
債
務
者
区
分
に
相

当
す
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
等
の
支
援

を
前
提
と
し
て
策
定
さ
れ
た
経
営
改
善

計
画
等
が
合
理
的
で
、
実
現
可
能
性
が

高
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
要
注

意
先
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。」
つ
ま
り
、
金
融
機
関
に
認

め
ら
れ
た
経
営
改
善
計
画
が
た
と
え
目

標
を
達
成
し
得
な
く
と
も
、
大
方
改
善

の
方
向
に
向
っ
て
い
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
に

評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別

冊
」
は
あ
く
ま
で
も
金
融
庁
の
指
導
方

針
で
あ
り
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
、

諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
分
か
っ
て
い
て

も
「
物
的
担
保
・
保
証
主
義
」
か
ら
抜

け
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
留
意

願
い
た
い
。

（
中
小
企
業
診
断
士　

新
井
将
平
）

ビ
ジ
ョ
ン
・
計
画
は
、
時
と
し

て
担
保
・
保
証
人
に
優
る

相
手
に
伝
わ
れ
ば
、
語
る
だ
け

で
も
効
果
が
あ
る

貸
出
態
度
は
金
融
機
関
の
実
状

に
よ
り
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い

　 「リレーションシップ・バンキング」（ＲＢ）
　　　と「トランザクション・バンキング（ＴＢ）

ＲＢ ＴＢ
根　　拠 顧客情報全般 財務情報

査定方法 事実に基づいて査定 機械的に査定

査定技術
顧客との親密な関係
による情報蓄積

格付・信用リスク
の数量化

担　　保 ビジョン･ 計画 ･ 知財 物的担保・保証

一
年
で
も
改
善
の
実
績
を
残
せ
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平
成
19
年
に
組
合
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

向
上
と
共
済
事
業
の
健
全
性
の
確
保
を

図
る
た
め
に
組
合
法
の
改
正
が
行
な
わ

れ
、
監
査
制
度
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
共
済
事
業
に
つ
い
て
は
前
月
号
で

中
小
企
業
庁
の
検
査
方
針
を
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
今
月
号
で
は
一
般
組
合

の
監
査
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

■
監
査
制
度
の
改
正

　

平
成
19
年
度
の
組
合
法
等
の
改
正
に

よ
り
、
組
合
の
自
治
運
営
が
効
果
的
に

機
能
す
る
よ
う
に
見
直
す
と
と
も
に
、

共
済
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
健
全
性

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
な
り
、
組
合
の
監
査
制
度
を
強
化

す
べ
く
次
の
点
が
改
正
さ
れ
た
。
①
大

規
模
組
合
（
構
成
員
が
１
０
０
０
人
を

超
え
る
組
合
）
の
取
扱
い
②
員
外
監
事

制
度
の
導
入
③
監
事
の
欠
格
事
由
と
任

期
の
変
更
④
業
務
監
査
権
の
取
扱
い
⑤

監
事
に
よ
る
理
事
会
議
事
録
の
署
名
⑥

監
事
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
と
そ
の

免
除
。

■
員
外
監
事
制
度

　

大
規
模
組
合
に
つ
い
て
は
、
組
合
員

に
よ
る
自
治
運
営
が
機
能
し
に
く
い
た

め
、
組
合
運
営
の
状
況
を
第
三
者
に
よ

る
監
査
を
受
け
る
よ
う
、
監
事
の
う
ち

１
人
以
上
は
組
合
員
以
外
の
者
と
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

　

な
お
、
員
外
監
事
の
導
入
が
義
務
付

け
ら
れ
る
組
合
の
監
事
に
つ
い
て
は
、

業
務
監
査
権
が
付
与
さ
れ
た
。
大
規
模

組
合
の
員
外
監
事
は
監
査
の
専
門
性
の

見
地
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

■
監
事
の
資
格
と
任
期

　

組
合
法
に
お
い
て
は
、
会
社
法
の
規

定
に
違
反
し
、
刑
の
執
行
終
了
か
ら
２

年
を
経
過
し
な
い
者
等
が
役
員
と
な
る

こ
と
を
禁
止
す
る
役
員
の
欠
格
事
由
を

定
め
、
監
事
に
つ
い
て
は
会
社
法

３
３
５
条
を
準
用
し
て
い
る
。

　

理
事
の
業
務
運
営
を
監
視
す
る
立
場

に
あ
る
監
事
の
権
限
を
強
化
す
べ
く
、

監
事
の
任
期
を
定
款
に
規
定
す
る
こ
と

を
前
提
に
３
年
以
内
か
ら
４
年
以
内
に

延
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

■
業
務
監
査
権

　

理
事
に
よ
る
業
務
運
営
に
対
す
る
監

視
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
会
計
監
査

の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
監
事
の
権
限

を
拡
大
し
て
業
務
監
査
権
を
付
与
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
大
規
模
組
合
で
な
い
、
組
合

員
数
が
１
０
０
０
人
以
下
の
組
合
は
、

定
款
に
お
い
て
監
事
の
監
査
範
囲
を
会

計
に
限
定
で
き
る
こ
と
と
し
、
理
事
、

監
事
の
権
限
・
義
務
を
明
確
化
し
て
い

る
。（
信
用
組
合
お
よ
び
同
連
合
会
は
既

に
監
事
へ
の
業
務
監
査
権
は
付
与
さ
れ

て
い
る
。）

■
監
事
の
議
事
録
署
名

　

業
務
監
査
権
を
有
す
る
監
事
が
存
在

す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
監
事
に
よ
る

理
事
会
の
招
集
請
求
が
可
能
で
あ
る

が
、
監
事
の
権
限
が
会
計
に
限
定
さ
れ

て
い
る
場
合
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
監
事
の
権
限
が
会
計
監
査
に
限

定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
理
事
が
組
合
の

目
的
の
範
囲
外
の
行
為
そ
の
他
法
令
若

し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、

ま
た
は
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
に
は
、
組
合
員
に
よ
る
理
事
会

の
招
集
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
理

事
会
の
開
催
を
請
求
し
た
組
合
員
は
理

事
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
監
事
に
業
務
監
査
権
を
付
与

す
る
こ
と
に
伴
い
、
監
事
に
よ
る
理
事

会
へ
の
出
席
及
び
意
見
陳
述
を
規
定
す

る
こ
と
か
ら
、
理
事
会
に
出
席
し
た
監

事
に
つ
い
て
は
理
事
会
の
議
事
録
へ
の

署
名
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
総
会
の
決
議
に
当
た
り
、

組
合
員
と
理
事
・
監
事
の
質
疑
応
答
の

機
会
を
確
保
し
、
健
全
な
組
合
運
営
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
総
会
に
お
け
る
理
事
・

監
事
の
説
明
義
務
が
規
定
さ
れ
た
。

■
決
算
関
係
書
類
の
提
出
と
監
査

　

組
合
は
、
事
業
年
度
終
了
後
遅
滞
な

く
、
事
業
報
告
書
と
決
算
関
係
書
類
を

監
事
に
提
出
し
、
監
事
の
監
査
を
受
け
、

監
事
か
ら
監
査
報
告
を
受
領
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
組
合
法
第
40
条
）。

　

し
か
し
、
監
査
権
限
限
定
組
合
（
各

事
業
年
度
開
始
時
点
で
構
成
員
数
が

１
０
０
０
人
を
超
え
な
い
組
合
で
、
定

款
に
監
事
の
職
務
を
会
計
監
査
に
限
定

す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
組
合
）
に
つ

い
て
は
、
監
事
に
会
計
監
査
の
権
限
だ

け
を
付
与
し
、
業
務
監
査
権
限
を
付
与

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

も
の
と
さ
れ
た
。

■
監
事
に
つ
い
て
組
合
法
規
則
の
規
定

【
決
算
関
係
書
類
に
係
る
監
査
報
告
】

第
89
条　

監
事
は
、
決
算
関
係
書
類
を

受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
監
事
の
監
査
の

監
事
及
び
監
査

組
合
Ｑ
＆
Ａ
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方
法
及
び
そ
の
内
容
②
決
算
関
係
書
類

（
剰
余
金
処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
を

除
く
。）
が
当
該
組
合
の
財
産
及
び
損

益
の
状
況
を
す
べ
て
重
要
な
点
に
お
い

て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
意
見
③
剰
余
金
処
分
案
又
は

損
失
処
理
案
が
法
令
又
は
定
款
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

④
剰
余
金
処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
が

当
該
組
合
の
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
当
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
旨
⑤
監
査
の
た
め
必
要
な

調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
⑥
追
記
情
報
（
ⅰ
正

当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
ⅱ

重
要
な
偶
発
事
象
ⅲ
重
要
な
後
発
事
象

の
う
ち
、
監
事
の
判
断
に
関
し
て
説
明

を
付
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
決
算

関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必

要
が
あ
る
事
項
）

【
事
業
報
告
書
に
係
る
監
査
報
告
】

第
90
条　

省
略

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監

査
権
限
定
組
合
の
監
事
は
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
事
業
報
告

書
を
監
査
す
る
権
限
が
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
】

第
91
条　

＊
特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ

る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
＊

特
定
理
事
に
対
し
、
第
89
条
題
１
項
及

び
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
監
査
報
告

の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑴ 　

決
算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告

　
　

 

書
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
４

週
間
を
経
過
し
た
日

　

⑵ 　

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間

で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日

２ 　

決
算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書

　

に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項

の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の

通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査

を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特

定
監
事
が
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定

に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を

し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す

べ
き
日
に
、
決
算
関
係
書
類
及
び
事

業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監

査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

＊
「
特
定
理
事
」
と
は
通
知
を
受
け
る

者
を
定
め
た
場
合
は
そ
の
者
。
そ
う
で

な
い
場
合
は
決
算
関
係
書
類
等
の
作
成

業
務
に
か
か
わ
っ
た
理
事
。「
特
定
監
事
」

と
は
通
知
す
べ
き
者
を
定
め
た
場
合
は

そ
の
者
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
監
事

全
員
。

■監査権限定組合の監査報告書様式例（組合法第40 条、組合法規則第89 条）

監 査 報 告 書

　中小企業等協同組合法第40 条第5 項により組合から受領した第○○期財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案（損
失処理案）を監査した。
　なお、当組合の監事は、定款第○○条（監事の職務）に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されている
ため、事業報告書を監査する権限を有しない。
１．監査方法の概要
　 　決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び

報告の聴取、その他通常取るべき必要な方法を用いて調査した。
２．監査結果の意見
　　⑴ 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況の全ての重要な点において適正に表示している。
　　⑵ 剰余金処分案（損失処理案）は法令及び定款に適合している。
３．追記情報（決算関係書類について記載すべき事項がある場合） 

平成○○年○○月○○日
　○○○○協同組合
　監事　○ ○ ○ ○　㊞

【作成上の留意点】
１ ．｢監査の根拠条文｣について＝①協業組合：中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項②商工組合：

中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項③商店街振興組合：商店街振興組合法第53条第5項
２ ．｢監査結果の意見｣ について＝剰余金処分案（損失処理案）が組合の財産の状況その他の事情に照らして不当であるとき、又は理事の職務の遂行に関し不

正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったときは、その旨を追加記載する。
３ ．｢追記情報｣ について＝正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監事の判断に関して説明を付す必要

がある事項や決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項を記載する（組合法規則第89条第2項）。
４．｢署名｣ について：監事全員が行う。
５．｢監査日付｣ について：監査報告を作成した日（組合法規則第90条第1項5号） 
６ ．監査報告の通知期限：次のいずれか遅い日（組合法規則第91条）＝①決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日②特定理事及

び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
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■通常の労働者との均衡のとれた待遇
１ ．事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しながら、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を

勘案し、賃金を決定するよう努めるべきです（パート法第９条第１項参照）。
２ ．事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室

については、有期契約労働者にも利用の機会を与えるよう配慮すべきです。（パート法第１１条参照）。その
ほか、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等を目的とした福利厚生施設等についても、通常の労働
者との均衡を考慮した取扱いをするよう努めるべきです。（パート指針第３の１⑶参照）。

■年次有給休暇
　使用者は、その雇入れの日から起算して６ヶ月間継続勤務し全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、
次の表の日数の有給休暇を与えなければなりません（基準法第39条第１～３項）

週所定
労働
時間

週所定
労働
日数

1年間の
所定労働

日数
＊

雇入れた日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる
年次有給休暇の日数

6 ヶ月
1年

6 ヶ月
2年

6 ヶ月
3年

6 ヶ月
4年

6 ヶ月
5年

6 ヶ月
6年

6ヶ月以上
30時間以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

30時間

未満

5日以上 217日以上
4日　　 169 ～ 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日　　 121 ～ 168日 5日 6日 8日  9日 10日 11日
2日　　 73 ～ 120日 3日 4日 5日 6日  7日
1日　　 48 ～ 72日 1日 2日 3日

＊週以外の期間によって労働日数が定められている場合。

■育児休業・介護休業等
１ ．育児休業制度（子が１歳に達するまで（保育所入所を希望しているが、入所できない場合等、一定の場合、

子が１歳６ヶ月に達するまで））
　 　事業主は、次のいずれの要件にも該当する有期契約労働者から育児休業の申出があった場合、育児休業

の申出を拒むことはできません（育介法第５・６条）。①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上
である者②その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）を超えて引き続き雇用される
ことが見込まれる者（当該子の１歳到達日から１年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。）

２．介護休業制度（対象家族１人につき、通算して９３日まで）
　 　事業主は、次のいずれの要件にも該当する有期契約労働者から介護休業の申出があった場合、介護休業

の申出を拒むことはできません（育介法第１１・１２条）。①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年
以上である者②介護休業開始予定日から起算して９３日を経過する日（以下「９３日経過日」という。）を
超えて引き続き雇用されることが見込まれる者（９３日経過日から１年を経過する日までの間に、その労働
契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。）

３．子の看護休暇制度（年５日まで）
　 　事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期契約労働者から子の看護休暇の申出があっ

た場合、その申出を拒むことはできません（育介法第１６条の２・３）。

＊ その他、育介法に規定する時間外労働の制限（育介法第17条）、深夜業の免除（育介法第19条）、勤務時間短縮等の
措置（育介法第23条）等についても有期契約労働者に適用されます。

◎本ガイドラインは、契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主な対象としていますが、

それ以外の有期契約の短時間労働者についても、その就業の状況等を踏まえて、適宜参考にしてください。

　詳細は最寄のハローワーク又は 千葉県労働局職業安定部　℡. 043-202-5121
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有期契約労働者の労働条件改善ガイドライン
　本誌２月号で「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」の骨子をお知らせいたしましたが、
ここでは、そのうちの「労働条件等の改善」について述べます。
　事業主は、有期契約労働者について、その労働条件や処遇等の改善を図るため、次のような点に配慮し、
雇用環境の整備に努めなければなりません。

■労働条件の明示等
１．労働条件の明示等
　⑴ 　労働者の募集を行う者は、その募集に当たって、労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間

その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合において、次に掲げる事項については、書面
の交付又は電子メールにより行わなければなりません（職安法第５条の３）。①労働契約の期間に関する
事項②就業の場所、従事すべき業務の内容に関する事項③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働
の有無、休憩時間、休日に関する事項④賃金の額に関する事項⑤健康保険等の適用に関する事項

　⑵ 　使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ
ればなりません。この場合において、次に掲げる事項については、書面の交付により行なわなければなり
ません（基準法第15条第１項）。①労働契約の期間に関する事項②就業の場所、従事すべき業務に関する
事項③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を２組以上
に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項④賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金、
賞与その他これらに準ずる賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に
関する事項⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

　⑶ 　事業主は、有期契約労働者を雇い入れたときは、速やかに⑵の事項の他、昇給の有無、退職手当の有
無及び賞与の有無を文書の交付等により明示するべきです。また、これら以外の事項についても、文書の
交付等により明示するように努めるべきです（パート法第６条参照）。

２．待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
　 　事業主は、有期契約労働者から求めがあった場合には、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を

説明するべきです（パート法第13条参照）。
３．労働者の理解の促進
　 　使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにして

ください（契約法第４条第１項）。
４．書面確認
　 　労働者及び使用者は、労働契約の内容（有期契約労働に関する事項を含む。）について、できる限り書面

により確認してください（契約法第４条第２項）。

■就業規則の整備
１．作成及び提出
　 　常時10人以上の労働者（有期契約労働者も含む。）を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監

督署に届け出なければなりません（基準法第89条）。
２．作成の手続
　 　使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を

聴かなければならず、届出の際に添付しなければなりません（基準法第90条）。

■均衡考慮の原則及び仕事と生活の調和への配慮の原則
　 　均衡考慮の原則＝労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更するべきです。（契約法第３条第２項）。
　 　仕事と生活の調和への配慮の原則＝労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ

締結し、又は変更すべきです（契約法第３条第３項）。
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中小企業団体全国大会が千葉で開催されます
　米国の金融危機に端を発した世界同時不況が、我が国経済に与えた影響は計り知れないものがあります。
さらに経済のグローバル化や情報化の進展、少子高齢化の急激な進行という構造的な変化によって、経済の
先行きはますます不透明感を増してきております。
　このような厳しい環境の中にあって、中小企業が生き残り、持続可能な発展を遂げていくためには、個々の
自助努力だけでは解決困難な課題も多く、中小企業組合をはじめとする多様な連携組織を活用して、自らの未
来を切り拓いていくことが求められております。
　本年11月に千葉で開催される全国大会は、混迷を深めている我が国経済の現状に対して、全国の中小企業
団体の代表が一堂に会し、自らの決意を内外に表明するとともに、国等に対して中小企業振興施策の一層の充
実強化を訴え、組合等の連携組織を基盤とした中小企業の安定的な発展と豊かな社会の実現を図ることを目
的として開催されるもので、今年で61回目になります。
　追って、ご案内いたしますので、皆さま多数のご参加をお願いいたします。

Ⅰ. 日時・場所等
　1. 日　時 平成21年11月19日（木）午後１時30分 ～ 4時

　2. 場　所 千葉市美浜区　幕張メッセ「イベントホール」

　3. 参加者 約3,000名

　4. 来　賓 内閣総理大臣、関係大臣、政党代表、中央関係機関の長、千葉県知事、
 千葉市長、千葉県内関係機関の長

　5. 内　容 ⑴議　事　（議案審議、意見発表、決議）
 ⑵宣　言
 ⑶祝　辞
 ⑷表　彰  （優良組合、組合功労者、中央会優秀専従者）

Ⅱ. 参加料　　　1人　4,000円

Ⅲ. 主　催　　全国中小企業団体中央会 / 千葉県中小企業団体中央会

Ⅳ. 後援・協賛（予定）
　1. 後　援
　　 経済産業省、農林水産省、厚生労働省、国土交通省、総務省、中小企業庁、関東経済産業局、千葉県、

千葉市、千葉県市長会、千葉県町村会、千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県産業振
興センター、関東甲信越静ブロック中小企業団体中央会

　2. 協　賛
　　 商工中金、日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構、勤労者退職金共済機構、雇用・能力開発機構、

全国中小企業取引振興協会、全国信用保証協会連合会

　■中小企業団体全国大会開催準備室　TEL. 043−242−3277
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平成21年度税制改正の概要　　

　現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、
中小企業関係税制等について所要の措置を講じ、次のとおり税制改正を行う。[財務省]

□住宅・土地税制
　 　①住宅ローン減税の適用期限を５年間延長し、最大控除可能額を500万円（長期優良住宅の場合には

600万円）に引上。②自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行
う場合の税額控除制度を創設。③平成21・22年に取得する土地を５年超所有して譲渡する際の譲渡益に
ついて1,000万円の特別控除制度を創設。④事業者が平成21・22年に土地を先行取得して、その後10年間
に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度を創設。⑤土地の売買
等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を２年間据置き。

□法人関係税制
　 　①エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、２年間即時償却

を可能とする等の投資減税措置を導入。

□中小企業関係税制
　 　①中小法人等の軽減税率について、現行22％から18％に２年間引下。②中小法人等の欠損金の繰戻し

還付の適用停止の廃止。

□相続税制
　 　①中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導

入。②農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする
等の拡充。

□金融・証券税制
　 　①上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の７％（住民税とあわせて10％）軽減税率を３年間延

長。②少額投資のための簡素な優遇措置を平成22年度税制改正において創設（上記軽減税率が廃止され
15％（住民税とあわせて20％）本則税率が実現する際に導入）。③確定拠出年金について、個人拠出（マッ
チング拠出）を導入するとともに、拠出限度額を引上。④生命保険料控除における新たな控除枠として、
介護医療保険料控除を平成22年度税制改正において創設。

□国際課税
　 　①わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度

に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

□自動車課税
　　①一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を時限的に減免。

□納税環境整備
　　①電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限を２年間延長。

■詳細は最寄りの税務署へ　【市川】047-335-4101【柏】04-7146-2321【木更津】0438-23-6161 
　�【佐原】0478-54-1331【館山】0470-22-0101【千葉西】043-274-2111【千葉東】043-225-6811
　【千葉南】043-261-5571【銚子】0479-22-1571【東金】0475-52-3121【成田】0476-28-5151
　【船橋】047-422-6511【松戸】047-363-1171【茂原】0475-22-2166  
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売 

【
県
内
全
域
】

　

深
刻
な
タ
マ
不
足
に
加
え
、
直
販
動

向
や
輸
出
の
手
ご
た
え
が
上
昇
ム
ー
ド

の
気
配
を
示
し
て
き
た
が
、
先
行
き
に

は
不
安
感
も
た
だ
よ
う
。

■
小
売 

【
東
金
】

　

消
費
低
迷
が
続
い
て
い
る
。
空
き
店

舗
対
策
、
組
合
員
の
資
金
繰
り
が
課
題
。

■
小
売 

【
野
田
】

　

食
料
品
は
、
売
上
げ
及
び
集
客
に
貢

献
し
て
い
る
が
、
衣
料
身
の
回
り
品
・

家
庭
文
化
雑
貨
・
飲
食
は
厳
し
い
状
況
。

■
農
業
機
械
販
売
整
備 

【
県
内
全
域
】

　

食
は
経
済
性
志
向
と
安
全
性
志
向
。

業
界
と
し
て
こ
の
ニ
ー
ズ
に
ど
う
対
処

す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。

■
自
動
車
・
自
転
車
小
売
【
県
内
全
域
】

　

年
度
末
が
近
づ
く
中
、
脱
退
す
る
組

合
員
の
連
絡
が
増
え
て
き
て
い
る
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス 

【
習
志
野
】

　

１
月
末
に
飲
食
組
合
員
が
閉
店
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス 

【
銚
子
】 

　

非
常
に
悪
い
。
仕
入
先
の
問
屋
が
倒

産
し
た
。

■
建
設
揚
重 

【
県
内
全
域
】

　

２
月
に
会
社
更
生
手
続
開
始
申
立
を

行
っ
た
会
社
が
１
社
あ
る
。

■
自
動
車
一
般
整
備 

【
県
内
全
域
】

　

景
況
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
が
、
事

務
所
別
に
は
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

■
遊
覧
船 

【
鴨
川
】

　

４
～
１
月
の
乗
船
客
の
対
前
年
比
は

95
％
だ
っ
た
。
先
行
き
不
安
だ
。

■
一
般
廃
棄
物
処
理 

【
千
葉
】

　

前
月
に
比
べ
る
と
、
若
干
で
は
あ
る

が
仕
事
量
は
増
え
て
い
る
。

■
学
習
塾 

【
県
内
全
域
】

　

２
月
ま
で
は
受
験
と
い
う
足
か
せ
が

あ
る
か
ら
か
、
こ
の
経
済
危
機
で
も
そ

れ
ほ
ど
影
響
が
な
か
っ
た
が
、
３
月
の
新

規
募
集
時
か
ら
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら

な
い
。

■
土
木
建
築
サ
ー
ビ
ス 

【
県
内
全
域
】 

　

受
注
量
の
大
幅
な
減
少
に
よ
り
、
本

年
度
の
組
合
運
営
も
大
変
厳
し
い
状
況

に
あ
る
。

■
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

【
県
内
全
域
】

　

４
月
以
降
の
見
通
し
が
つ
か
な
い
。

■
建
設 

【
県
内
全
域
】

　

業
界
は
相
変
わ
ら
ず
資
金
繰
り
が
厳

し
い
。

■
貨
物
運
送 

【
野
田
】

　

前
例
の
無
い
貨
物
量
の
低
下
で
あ
る
。

荷
主
で
あ
る
メ
ー
カ
ー
も
厳
し
い
現
実

だ
と
思
う
が
、
運
送
業
も
そ
れ
以
上
に

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

■
輸
出
入 

【
県
内
全
域
】

　

組
合
員
で
民
事
再
生
法
を
申
請
し
た

企
業
が
１
社
。
負
債
額
は
１
１
４
億
円
。

■ 景　　況
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■ お知らせ




